
養父市Ｕ・Ｉターン介護人材確保事業補助金交付要綱 

                         平成 28年 3月 31日 

                         告示第 47号 

（目的） 

第１条 この告示は、介護人材の確保と定住の促進を図るため、Ｕ・Ｉターン者及び新

規学卒者が市内の介護サービス事業所に就職するにあたり、補助金を交付することに

関して、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（1）Ｕ・Ｉターン者 雇用日前６か月から雇用日後６か月までの間に市外から養父市

に住所を移した者をいう。 

（2）介護サービス事業所 本市に事業所を有する介護保険法（平成９年法律第 123号）

に規定する介護サービス事業所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成 17 年法律第 123 号）に規定する障害福祉サービス事業所及び

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）に規定する障害児通所支援事業所をいう。 

（3）新規学卒者 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する学校又は同

法第 124 条に規定する専修学校に通学し、前号の介護サービス事業所に雇用される

年の 3 月に卒業した者（雇用される年の３月に卒業予定であった者で、単位の未修

得等により同年４月１日から翌年３月 31日までの間に卒業した者を含む。） 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者となる者は、本市の住民基本台帳に記録されている新規

学卒者又は市内の介護サービス事業所に就職したＵ・Ｉターン者をいう。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は次に掲げる各号によるものとし、千円未満の端数が生じたときは

その端数を切り捨てた額とする。 

（1）引越費用  補助対象者が市外から養父市に転入する際の支払った引越費用のう

ち、引越業者（貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物事業者運送事業者のこと。以

下同じ。）に支払った額であって、7万 5千円を限度とする。 

（2）資格取得費用 介護サービス事業所に新たに雇用された日から１年以内において、

介護サービスを実施するために必要な資格取得に要した費用の実費を支給する。ただ

し、他の同種の補助金等を受給しているときはその補助金等を控除した額とし、10

万円を限度とする。 

（3）資格取得祝金  就職した後に、研修等の受講等により、従事者として必要な資

格取得をしたときは 10万円を支給する。 

（4）就職祝金 従事者として必要な介護福祉士、看護師等の資格を有する者及び新規

学卒者が介護サービス事業所に就職したときは、就職時に 10万円を支給する。 

（補助金の交付申請） 



第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）はＵ・Ｉターン

介護人材確保事業補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可

否を決定し、Ｕ・Ｉターン介護人材確保事業補助金交付決定書（様式第２号）、また

はＵ・Ｉターン介護人材確保事業補助金不交付決定書（様式第３号）により、申請者

に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第７条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、Ｕ・Ｉターン介護人材確保

事業補助金交付請求書（様式第４号。以下「請求書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取り消し等） 

第８条 市長は、申請により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができ

る。 

（1）交付決定者が就職から３年以内に市外へ転出したとき。 

（2）交付決定者が就職から３年以内に退職したとき。ただし、退職後に市内の別の介

護事業所等へ就職した場合及び事業所の都合により解雇された場合を除く。 

（3）補助金の申請に関し、偽りその他の不正の行為があったと認めたとき。 

（4）その他、市長が交付決定を取り消す必要があると認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、Ｕ・Ｉターン介

護人材確保事業補助金交付取消決定書（様式第５号）により、本人に通知するものと

する。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助

金が交付されているときは、補助金の全部の返還を命ずることができる。 

４ 市長は、補助金の取り消しにより交付決定者に損害が生じることがあってもその賠

償の責めを負わない。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定め

る。 

附 則 

この告示は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 29年告示第  号） 

この告示は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30年告示第６号） 

この告示は、平成 30年４月１日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

    年  月  日  

 

       様 

 

申請者 住 所 

氏 名          ㊞   

 

Ｕ・Ｉターン介護人材確保事業補助金交付申請書 

 

     年度において、下記のとおりＵ・Ｉターン介護人材確保事業補助金の交付を

受けたいので、養父市Ｕ・Ｉターン介護人材確保事業補助金交付要綱第５条の規定によ

り申請します。 

 

記 

 

１  補助金の交付申請額(請求額)                 円 

           内  訳  □引越費用          円  

          （該当に☑） □資格取得費用        円  

                 □資格取得祝金        円 

                 □就職祝金          円 

２  転入（卒業）年月日       年  月  日 

３  介護事業所   名 称 

          住 所  

   雇用日     年  月  日 

４  添付書類 

 □ 雇用日が確認できる書類 

 □ 転入または市外から住居を移したことが分かる書類 

□ 引越し内容、支払額が確認できる書類 

□ 研修内容、資格取得に要した経費が確認できる書類 

□ 従事に必要な資格を証する書類 

       □ 学校を卒業したことを証明する書類 

□ その他必要と認める書類 

 

※ 請求する補助金に必要な添付書類に☑すること。 

  



 様式第２号（第６条関係）  

 第     号 

年  月  日  

 

様  

 

養父市長   

  

Ｕ・Ｉターン介護人材確保事業補助金交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のありましたＵ・Ｉターン介護人材確保事業補助金の交付に

ついて、下記のとおり決定しましたので、養父市Ｕ・Ｉターン介護人材確保事業補助金

交付要綱第６条の規定により通知します。  

 

記 

 

 

 

交付金額           円 

 

 

  



様式第３号（第６条関係）  

 第     号 

年  月  日  

 

様  

 

養父市長   

  

Ｕ・Ｉターン介護人材確保事業補助金不交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のありましたＵ・Ｉターン介護人材確保事業補助金の交付に

ついて、下記のとおり不交付決定しましたので、養父市Ｕ・Ｉターン介護人材確保事業

補助金交付要綱第６条の規定により通知します。  

 

記 

 

 

 

不交付理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、養父市に対して審査請求することができます。 

  



様式第４号（第７条関係） 

 

Ｕ・Ｉターン介護人材確保事業補助金交付請求書 

 

  年  月  日 

 

養父市長 様 

 

申請者 住 所 

氏 名            ㊞ 

 

年  月  日付け    第   号で交付決定を受けたＵ・Ｉターン介護

人材確保事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

補助金請求額                円 

振込先金融機関 

銀  行       支店 

 

信用金庫       支店 

 

農  協       支店 

種 類 普通 ・ 当座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

 

  



様式第５号（第８条関係）  

 第     号 

年  月  日  

 

様  

 

養父市長   

  

Ｕ・Ｉターン介護人材確保事業補助金交付取消決定書 

 

年  月  日付け第   号で決定しましたＵ・Ｉターン介護人材確保事業補助

金の交付について、下記により取消決定しましたので、養父市Ｕ・Ｉターン介護人材確

保事業補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。  

 

記 

 

 

    補助金交付取消額            円 

    補助金返還額              円 

取消決定理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、養父市に対して審査請求することができます。 

 


